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推薦の辞

推薦の辞 

―『Q＆A　BtoCビジネスと企業の法実務対応』に期待する―

　守る。防ぐ。
　組織をマネジメントする者にとって、ガバナンスやコンプライアンスは、基
本中の基本である。ましてや事業者に対して情報力、交渉力で弱者である消費
者の被害防止は当たり前のことで、今更だとお考えだろうか。
　昨今は、消費者も事業者も大きく変容している。高齢化、孤独孤立、成年年
齢の引下げ等により脆弱な消費者は増加し、国際化、デジタル化の進展や、災
害時や感染症などの緊急事態下では、新たな消費者問題が発生している。事業
者自体も多様化し、新しい手法による悪質事業者だけでなく、事業者たる責任
を十分自覚しない事業者も見受けられる。現在取り組んでいる BtoCのビジネ
スに曇りがないか、改めて見直してみる機会を持つことは意義のあることだと
考えられる。
　消費者庁は、消費者目線で横断的な行政を推進するため、2009年に発足し
た規模が小さい役所であるが、中央省庁の中でも出向者を含む職員の法曹関係
者の割合が高く、弁護士の出向者も多いという特徴がある。本書は、私が消費
者庁にいた時に出向者として一緒に仕事をした弁護士たちが、法律の立案、執
行等の実務に携わった経験を踏まえて得意分野を書き起こしたものである。彼
らは、法律の基本的な考え方を理解しているだけでなく、弁護士として現場で
の実務も熟知している。そこが、従来の書籍と一線を画すといってもよい。
　それゆえに、本書は、企業の実務者が、考え方を確認したいとき、実務に悩
んだとき、役に立つと期待される。もちろん、消費者自体も「だまされない」
「自分で考える」ことが求められており、消費者側からも大いに参考になると
思われる。
　時代に対応し、消費者関連法制は進化している。実際、ここ数年を見ても、
特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、公益通報者保護法等大きな法改正
がなされているうえ、各種の重要な運用改正もなされている。
　事業者が消費者保護に欠ける行為を行うと、直接の消費者への被害が発生す
るという問題はもちろんのこと、事業者にとっても法律に基づく業務停止や罰
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金などの処分により事業への直接の影響にとどまらず、事業基盤として大切な
信頼を傷つけるという代償を支払うことになる。
　1961年、アメリカの J.F.ケネディ大統領が、人類が月に行くというアポロ
計画を宣言し、1962年、同大統領は消費者の利益保護に関する特別教書を議
会に送る。そのなかで、現在の経済構造において消費者は最も重要なグループ
であるが、その声が最も届きにくいと指摘し、消費者の 4つの権利として、
「安全である権利」「知らされる権利」「選択できる権利」「意見を聞いてもらう
権利」を位置づけた。成長産業と消費者問題。こう並べてみると、消費者問題
は、ビジネスを支える古くて新しい課題であると直感的に感じられるのではな
いだろうか。ビジネスが変容する時代だからこそ、基本に立ち返りつつ、具体
の内容に即してアップデートが不可欠である。
　本書『Q＆A　BtoCビジネスと企業の法実務対応』は、それに応える 1冊で
ある。手元に置いて活用していただくことを強くお勧めしたい。

　2026年 3月

 元消費者庁長官　伊藤 明子
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本書の読み方・使い方

本書の読み方・使い方

1　消費者向けビジネスにまつわる法規制と事業者の対応の現状
⑴　消費者向けビジネスにまつわる法規制
　消費者向けビジネス（いわゆる BtoCビジネス）を展開する事業者（BtoC事業

者）は、消費者との関係において適用される各種の民事・刑事・行政ルールに
服することとなりますが、これらの関連法律は、「消費者関連法」等とも総称
される法領域を形成しています。そして、消費者関連法については、近年重要
な法改正等が続いており、これに伴い、内容も高度に複雑化しています。また、
各種の法律が相互に関連する場合や、行政当局・消費者団体等への対応が生じ
る場合もあるなど、実務上、検討しなければならない事項は多岐にわたります。
　BtoC事業者が BtoCビジネスを行うにあたっては、このような消費者関連
法を、横断的かつ正確に理解することが必要不可欠であるといえます。

⑵　事業者の対応（実務における難点）
　上記のとおり、BtoC事業者にとって、消費者関連法を横断的かつ正確に理
解することは重要ですが、企業法務に携わる皆様にとって、以下のハードルが
あるように思われます。
・ 消費者関連法に関する行政庁の公表物（逐条解説・ガイドライン・Q&A等）は、
必ずしも理解しやすい内容のものばかりではなく、BtoC事業者が実務上の
対応を検討するうえで参照すべき内容が記載されていない場合も多いこと
・ 行政庁対応は、外側からでは執行実務の感覚が分かりにくいことなどの理由
から、消費者関連法を理解することは容易ではないこと（そのため、教科書
的・形式的・硬直的な対応をせざるを得ない場合も多いと考えられること）

・ 日常業務と並行して、複雑化する消費者関連法の内容をキャッチアップして
いくことは、作業コストが非常に大きいものと考えられること
・ そもそも、大学・法科大学院において消費者関連法は必修科目とはなってい
ないことが多く、体系的に学習する機会に乏しい可能性が類型的に高い法領
域であること
　このように、消費者関連法は、BtoC事業者にとって非常に重要な法律であ
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るものの、実務に携わる者が、これを横断的かつ正確に理解することは難しい
という課題があるといえます。

2　上記現状を踏まえた、本書のコンセプト・特徴
⑴　本書のコンセプト
　上記のような現状にもかかわらず、消費者関連法（BtoCビジネス）に関して、
特に企業側の実務対応・留意事項について解説した書籍は乏しい状況にありま
す。
　例えば、以下は BtoC事業者にまつわる法的問題に関する声をイメージ化し
たものですが、これらの質問に対して網羅的に、1つの書籍で対応できるよう
なものはないように感じます。

新商品のパッケージ、
健康によいアピール
をして、バズるもの
考えました！

弊社のおもちゃを幼児が
誤飲してしまいました。

お客様が宿泊予約をキャ
ンセルした場合でも、
キャンセル料として宿泊
料金をしっかりいただき
たい。

当社の内部公益通報
受付窓口に匿名の通
報が来ました。どの
ようなことに留意す
ればよいでしょうか。

当社のサブスクをでき
る限り解約せずに継続
してもらうためにはど
うすれば…解約の導線
をややこしいものにし
てもよいですか？

⑵　本書の形式
　上記の現状を踏まえ、本書は、消費者関連法――その中でも消費者庁所管法
令――に焦点を当て、主な法令について、事業者が BtoCビジネスを行うにあ
たって特に留意する必要がある事項につきピックアップしたうえで、Q＆A形
式で解説しています。また、各法令については、法令だけでなくガイドライン
等も含めた最新の議論をキャッチアップした内容としました。
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本書の読み方・使い方

　各 Q＆Aでは、題材として具体的な場面を想定した架空の事例を中心に取
り上げており、読者の方が実務において実践的に活用できる内容となるよう意
識しました。また、その一方で、各法令において押さえておくべき知識につい
ても可能な限り網羅できるよう、バランスを工夫しました。

⑶　本書で取り扱う具体的な法令と概要
　本書で取り扱う法令とその概要は以下のとおりです。BtoCビジネスを行う
うえで特に問題となり得る法令をピックアップしました。

法令名 概要

消費者契約法
（第 1章）

消費者と事業者との間には有している情報の質・量や交渉力に格差があ
ることを踏まえ、両者が契約を締結する際に、消費者の利益を守ること
を目的とする法律です。事業者の不当な勧誘行為によって結ばれた契約
の取消し、不当な契約条項の無効、適格消費者団体による差止請求等を
定めています。

特定商取引法
（第 2章）

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るこ
とを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等、消費者
トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、
クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

景品表示法
（第 3章）

商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく
規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を
制限すること等により、消費者がよりよい商品やサービスを自主的かつ
合理的に選べる環境を守ることを目的とする法律です。

健康増進法
（第 4章）

国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するために、医療制
度改革の一環としてつくられた法律です。本書ではその中でも誇大表示
の禁止に関して取り上げています。

食品表示法
（第 5章）

2015年 4月 1日に施行された法律です。それまで異なる 3つの法律
（食品衛生法、JAS法及び健康増進法）で規定されていた食品表示が一
元化されたものであり、食品の安全性や、消費者の方が食品を自主的か
つ合理的に選択できる機会を確保するため、規定されたものです。

消費者安全法
（第 6章）

消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための法
律です。事業者に対して何らかの法的な義務を課すものではありません
が、消費者への被害が発生するなどした場合には、内閣総理大臣が事業
者に対して直接、勧告や命令を出すことができます。

製造物責任法
（PL法）
（第 7章）

製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害
者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した
法律です。不法行為責任（民 709条）の特則であり、不法行為責任に基
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⑷　本書をよりご活用いただくために――ビジネスマップによるご提案
　本書をご活用いただくための視点として、BtoCビジネスの基本構造を踏ま
えたビジネスマップをここに示します。
　まず、一口に BtoCビジネスといっても、各事業者において実際に取り扱う
こととなる商品やサービスは千差万別ですし、事業者の規模等によっても、そ
の形態は様々でしょう。もっとも、BtoCビジネスの基本構造としては、おお
よそ、商品・サービスの①企画、②生産・製造、③流通・販売のフェーズに分
けることができると考えられます。ここで、各フェーズにおける、消費者関連
法とのかかわり方としては、例えば以下のようなものが挙げられます。
　①企画のフェーズでは、想定されるリスク等の洗い出しや、商品・サービス
を販売するにあたり、法規制等の制約がないか等の検討をすることが考えられ
ます。
　②生産・製造のフェーズでは、①企画のフェーズで決定した内容を基に、商
品化を進めていくことになります。その際には、例えば想定していた効果や性
能を有する商品が生産・製造できているかについての検証や、当該商品の安全
性についての検証等が必要となることもあるでしょう。
　③流通・販売のフェーズでは、実際に消費者に商品・サービスを購入しても
らうために、どのような宣伝（広告）をすべきか、どのように勧誘をすべきか

づく損害賠償請求の場合には加害者の過失を立証しなければならないと
ころ、製造物責任については、製造物の欠陥を立証することが求められ
ます。

消費者裁判
手続特例法
（第 8章）

消費者被害には、同種の被害が拡散的に多発しやすく、また、消費者と
事業者との間には有している情報の質・量や交渉力に格差があることに
より、消費者自らその被害の回復を図るには困難を伴う場合があるとい
う特性があります。この法律は、かかる特性に鑑み、多数の消費者に生
じた財産的被害等を集団的に回復するための 2段階型の訴訟制度を定め
ています。

公益通報者
保護法
（第 9章）

労働者等が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業
者の内部や外部へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由と
して解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのよ
うな内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確に
するとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措
置等について定めた法律です。
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本書の読み方・使い方

といった内容を検討する必要があります。また、契約書の条項が無効とならな
いよう、契約書の内容にも注意が必要となります。
　そして、①から③の各フェーズにおいては、労働者が事業者における法令違
反を認識し、公益通報をすることも考えられます。
　以上を踏まえた、①から③のフェーズに対応する、本書で扱う消費者関連法
の各法令とのおおよその対応関係は以下のとおりです（もちろん、①から③に挙
げたフェーズ以外にも、例えば企画の前段階としてのマーケティングや、販売後のカス

タマーサポート等の対応も考えられるところです）。
　また、法令ごとに想定される紛争の類型について、「消費者」との間で民事
紛争があり得るもの、「消費者団体」との間で民事紛争があり得るもの、「行
政・刑事」の対象となり得るものについても分類し、整理しています。

図表　ビジネスマップ（イメージ図）

企画 生産・
製造

流通・販売 紛争
宣伝
（広告） 勧誘 契約

（取引） 消費者
消費者
団体

行政・
刑事

消費者契約法 ● ● ● ● ●
特定商取引法 ● ● ● ● ● ● ●
景品表示法 ● ● ● ● ●
健康増進法 ● ● ● ● ●
食品表示法 ● ● ● ● ● ●
消費者安全法 ● ●
製造物責任法（PL法） ● ● ●
消費者裁判手続特例法 ●
公益通報者保護法 各段階で公益通報はあり得る ●

　繰り返しになりますが、この分類はあくまでもおおよその方向性をつかむた
めのものであり、●のついていない場面では当該法令が全く問題にならないか
というと、必ずしもそうではありません。もっとも、どのフェーズにおいてど
のような法令が問題となり得るのか、その傾向を理解しておくことは、法的問
題を検討する際には非常に有用です。また、法的問題を検討する際には、1つ
の法令だけでなく、複数の法令を検討しなければならないことは珍しいことで
はありません。ビジネスマップを念頭に置いておくことは、問題を多面的に、
漏れなく検討することにも資するものであるといえるでしょう。
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　このように、本書は、法令ごとに重要な論点を押さえるという使い方はもち
ろんですが、ビジネスのどういった場面で、どのような法令が問題となり得る
のかといった観点から読み進めていただく場合にも有用であると考えています。

⑸　消費者庁への出向経験を有し、実務経験豊富な執筆陣
　本書は、消費者庁において任期付公務員として行政庁側の最先端の実務に携
わり、その後も実務において当該分野の研鑽を積み、日常的に当該分野に関す
る法律相談等に対応している者が集まり、執筆しました。各分野においてこれ
以上ない専門家が集まったと自負していますし、また、執筆陣が消費者庁にお
いて実務に携わらせていただいた経験は、本書で取り扱っている法的問題を検
討する際の礎となっています。消費者庁の皆様方には、この場を借りて改めて
感謝を申し上げたく存じます。

3　おわりに
　最後に、本書を刊行するにあたって、有斐閣実務書編集部の皆様には、本書
の企画の段階から完成に至るまで、懇切丁寧なご協力・ご調整をいただきまし
た。また、一部の内容については可能な限り最新の情報とするべく、タイトな
スケジュールの中、無理を申し上げたこともございましたが、その都度ご対応
いただき、誠にありがたく存じます。ここに記して、改めて御礼申し上げます。
　最後になりますが、実務に携わる皆様にとって、本書が役立つことがあれば、
執筆者一同、望外の喜びです。

　2026年 3月

 著者一同を代表して

 光和総合法律事務所

 弁護士　渡辺 大祐
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Q1-1

Q1-1　消費者契約の意義
①　当社は不動産会社です。会社員等の個人向けに投資用賃貸マンションを販売
していますが、当該個人との間の契約に消費者契約法の適用はありますか。
②　当社は不動産管理会社です。この度、マンション管理組合との間で、マン
ションの管理契約を締結しますが、当該契約に消費者契約法の適用はありますか。

A1-1
①　買主は、当該物件を賃貸して収益を上げるという自らの賃貸事業のために売
買契約を締結することになると考えられ、このような買主は、通常、「事業のた
めに」契約を締結しているので、「消費者」に該当せず、消費者契約法の適用は
ないものと考えられます。
②　マンション管理組合は、通常、「消費者」に該当せず、消費者契約法は適用
されないと考えられます。

Ⅰ　「消費者契約」の意義

　消費者契約法は、消費者と事業者との間には情報の質・量や交渉力に格差が
あることを前提に、消費者取引において消費者の利益が不当に害されないよう
にするため、一定の民事ルールを定めています（1条参照）。同法では、①事業
者が「消費者契約」の締結について不当な勧誘を行った場合に、消費者が当該
契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができることとする規定（4

条。不当勧誘行為規制）や、②「消費者契約」において消費者の利益を不当に害
する条項を無効とする規定（8条～ 10条。不当条項規制）が置かれています。
　これらの規制が適用される「消費者契約」とは、「消費者と事業者との間で
締結される契約をいう」と定義されています（2条 3項）。

1　「事業者」の意義
　「事業者」とは、「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の
当事者となる場合における個人をいう」と定義されています（2条 2項）。
　「法人」とは、自然人以外であって、法律上の権利義務の主体となることを
認められているものをいい、株式会社のような営利法人だけでなく、国、地方
公共団体、一般社団（財団）法人、特定非営利活動法人等が含まれます。
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　また、「その他の団体」には、民法上の組合（民 667条～ 688条）や、法人格
を有しない社団または財団が含まれます

1）
。ただし、一部の裁判例においては、

条文の文言にかかわらず、このような団体であっても、情報の質・量や交渉力
の程度を考慮し、「消費者」（2条 1項）に該当すると判断するものもあり、留
意する必要があります。例えば、権利能力なき社団である大学のラグビークラ
ブチームが、事業者との間で手配旅行契約を締結したという事案において、
「権利能力なき社団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、
消費者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評
価できないものについては、『消費者』に該当するものと解するのが相当であ
る」との一般論を示したうえで、同団体は「消費者」に該当するとした裁判例
があります（東京地判平成 23・11・17判タ 1380号 235頁）。この裁判例では、「消
費者」該当性を肯定する理由として、同団体の主要な構成員は大学生であり、
実際に契約締結に係る事務を担当した者も大学生であったことが考慮されてい
ます。

2　「消費者」の意義
　「消費者」とは、「個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場
合におけるものを除く。）をいう」（2条 1項）と定義されています。
　「事業」とは、自らの事業であって、一定の目的をもって同種の行為を反復
継続して行うことをいいます。事業規模や形態、営利目的の有無は、「事業」
に該当するか否かとは直接関係ありません

2）
。

　また、一定期間反復継続して行われることが予定されている場合には、最初
（1回目）の行為であっても「事業」性は認められます

3）
。したがって、例えば、

初めて事業を行う個人が、その開業準備のために契約を締結する場合、過去に
類似の取引経験がなかったとしても、「事業」性は認められるのが原則です。
ただし、一部の裁判例においては、会社員等の個人が初めて投資用不動産を購
入したという事案等で、「事業」性を否定し、当該個人は「消費者」に該当す

1）　逐条解説 13頁。
2）　逐条解説 9頁。
3）　逐条解説 10頁。落合誠一『消費者契約法』（有斐閣、2001年）56頁。



5

Q1-1

るとしたものもあり、留意する必要があります。

図表　「事業」性を肯定した裁判例・否定した裁判例の一例

事
業
性
を
肯
定

①
東京地判平成 22・10・29

2010WLJPCA10298028

個人が、コンビニエンスストアを自ら経営するた
めにフランチャイズ契約を締結したという事案で、
消費者該当性を否定したもの。

②
東京地判平成 28・2・16
2016WLJPCA02168008

個人が、自己の所有する土地上にドラッグストア
用の建物を建築し、被告がこれを借り受ける旨を
予約することを目的とする予約契約を締結したと
いう事案で、消費者該当性を否定したもの。

③
東京地判平成 31・3・20
2019WLJPCA03208009

会社員である個人が、アパート賃貸事業に係る物
件の建築資金等について融資を受けるために、金
銭消費貸借契約を締結したという事案で、消費者
該当性を否定したもの。

事
業
性
を
否
定

④ 東京地判平成 24・3・27
2012WLJPCA03278001

会社員である個人が投資用不動産を購入したとい
う事案において、消費者契約法上の不利益事実の
不告知（4条 2項）による売買契約の取消しを認め
ており、「消費者」に該当することを前提としてい
るもの（ただし、「消費者」該当性は争われていな
い事案である）。

⑤ 東京地判平成 30・4・20
2018WLJPCA04208006

事業者所有の土地に設置予定の太陽光発電システ
ムの工事請負契約及び管理利用契約を締結した個
人について、「太陽光発電事業について契約を締結
するのは本件契約が初めてであり、その後業とし
て行うつもりであったとも認められない」ことを
理由に消費者該当性を肯定したもの。

⑥ 東京地判平成 31・1・31
2019WLJPCA01318008

公務員である個人が投資用不動産を購入したとい
う事案において、事業者が不動産投資等の資産運
用に関しては副業（兼業）には該当しない等と説
明していた事情等を踏まえると、事業の遂行とし
て売買契約を締結したと評価することはできない
として、消費者該当性を肯定したもの。

　「事業のために」とは、自らの事業の用に供するために行うことをいいます。
例えば、フリーランスである個人が、業務用の PCを購入するために契約を締
結した場合、「事業のために」売買契約の当事者となっているといえ、当該売
買契約との関係では「消費者」に該当しません。
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Q3-1

Q3-1　「著しく」の意義
　商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも「著し
く」優良であると示す場合とは、どのような場合ですか。

A3-1
　「著しく」とは、表示の誇張・誇大の程度が、社会一般に許容される程度を超
える場合のことをいいます。広告等においてある程度の誇大・誇張は許容されま
すが、社会一般に許容される程度を超え、一般消費者に誤認を生じさせる程度に
至ると、「著しく」優良な表示として問題となり得ます。

Ⅰ　「著しく」の意義

　優良誤認表示は、表示内容が「実際のものより」又は「事実に相違して当該
事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係
るものより」も「著しく優良」（5条 1号）であると示す表示であることが要件
とされています。
　ここでいう「著しく」の要件の意義については、東京高裁平成 14年 6月 7

日判決（判タ 1099号 88頁）において判示された内容が、実務上よく参照されま
す。

東京高裁平成 14年 6月 7日判決

　「およそ広告であって自己の商品等について大なり小なり賛辞を語らないものはほ
とんどなく、広告にある程度の誇張・誇大が含まれることはやむを得ないと社会一般
に受け止められていて、一般消費者の側も商品選択の上でそのことを考慮に入れてい
るが、その誇張・誇大の程度が一般に許容されている限度を超え、一般消費者に誤認
を与える程度に至ると、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれが生ずる。
そこで、景品表示法 4条 1号〔筆者注：条番号は当時のものである〕は、『著しく優
良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害す
るおそれがあると認められる表示』を禁止したもので、ここにいう『著しく』とは、
誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指しているも
のであり、誇張・誇大が社会一般に許容される程度を超えるものであるかどうかは、
当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかで判断され、その誤認がなければ顧客
が誘引されることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示であれば
『著しく優良であると一般消費者に誤認される』表示に当たると解される。
　そして、当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかは、商品の性質、一般消費
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　広告等の表示は、一般消費者の購買意欲を高めるために、ある程度の誇大・
誇張が含まれることが一般的であり、一般消費者も、「広告とはそういうもの
だ」と理解したうえで商品選択を行っています。しかし、表示の誇張・誇大の
程度が、社会一般に許容される程度を超え、一般消費者に誤認を生じさせる程
度に至ると、商品選択に不当な影響を与えます。上記判決は、このような場合
に「著しく」の要件を満たすことを明らかにしたものです（この解釈は、実務に
おいても取り入れられています。不実証広告ガイドライン第 1、2、（2）、価格表示ガイ

ドライン第 2、1、（2）参照）。

Ⅱ　「著しく」の判断基準

　「著しく」の要件の判断基準について、上記判決は、誇張・誇大が社会一般
に許容される程度を超えるものかどうかは、「商品の性質、一般消費者の知識
水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容など」を踏まえ「当該
表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかで判断され」るとしています。
　理解を深めるために上記判決の当てはめを確認しておきます。同判決は、株
式会社カンキョーが販売するイオン式空気清浄機について、「フィルター式で
は集塵が難しい微細なウイルスやバクテリア、カビの胞子、ダニの死骸の破片
までもホコリと一緒に捕集します。」、「脅威の集塵力」、「ハウスダストもウイ
ルスも捕れる。」、「目に見えるタバコの煙をファンで取り除くのとは違う次元
で、目に見えないアレルゲンやサブミクロン・サイズのウイルスまでも取り除
くことが実証されています。」等の記載をすることにより、あたかも他のフィ
ルター式空気清浄機よりも集塵能力が高く、また、室内の空気中のウイルスを
実用的な意味で有効に捕集する能力を有しているかのような表示をしたところ、
当該表示の優良誤認表示該当性が問題となった事案でした。
　上記判決は、「本件広告は、従来のファン、フィルターを用いる方式の空気
清浄機とは異なる集塵方式を用いたイオン式空気清浄機という、一般消費者に
は比較的なじみの薄い新しい方式の空気清浄機について、パンフレット及び新
聞広告を用いて、広く一般消費者に対し、空気清浄機の基本的性能であり商品

者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などにより判断され
る。」
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